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■コンプライアンス推進員 

■局区コンプライアンス責任者 

局区独自の取り組み 
（例：研修・WG） 

企 画 

各局区内における実施状況の報告 

参考事例等のフィードバック 

実施状況の確認・ 
アドバイスなど 

■局区統括コンプライアンス推進員 

連携して取り組みを実施 

職場訪問 

資料４ 

1 

出張説明 
職員 職員 職員 

職員 職員 職員 

※ 課長以外の職員が輪番で
ミーティングのコーディネート
を行うなどの取り組みが考
えられる。 

各課での取り組み 

参考事例等 
の発信 
（定期通信等） 



2 

最高責任者：市長 

統括コンプライアンス責任者：藤本副市長 

局区コンプライアンス責任者：局長・区長 

コンプライアンス推進員：課長 

コンプライアンス推進員 

コンプライアンス 
推進委員会 

職員 職員 職員 

職員 職員 職員 

・・・・ 

【各責任者の職務】 
■統括コンプライアンス責任者 
   コンプライアンスに関する全ての事務を掌握 
 

■局区コンプライアンス責任者 
   局区におけるコンプライアンスに関する全ての事務を掌握 
 

■局区統括コンプライアンス推進員 
   推進員に対するコンプライアンスの啓発 
   局内のモニタリング 
   風通しのよい組織風土の醸成に向けた仕組みづくり 
   事件・事務事故等発生時の上司への報告 など 
 

■コンプライアンス推進員 
   職員に対するコンプライアンスの啓発 
   職員のモニタリング 
   風通しの良い職場風土の醸成に向けた取り組みの実践 
   事件・事務事故等発生時の上司への報告 など 

コンプライアンス 
推進委員会幹事会 

各責任者の職務 

局区統括コンプライアンス推進員：次長・副区長 

本市のコンプライアンス
の取り組みに対する助言、
モニタリング等 

委員会資料 
の調整 

各局区における独自の
取り組みや、コンプライア
ンス推進委員会からの助
言等を局長会の場で情
報共有する。 


